
○ 国民年金

基礎 率の種類

ア 元となる統計  及び

イ 基礎率設定の際に使用した他のデータ
ウ 設定方法  及び
オ 年度等により用いる率を変えている

場 合  そ の ナ 渋

工  推 計 に お け る使 用 方 法

俗脱退 力

ア 被保 険者 種別  .性 ・年齢別 被保 険者数  (平 成 15～ 13

年 度末 )

被 保険者 種別 ・性 ・年齢別 脱退者数  (平成16～ 18年 度 )

ウ 被保 険者 種別 ・性・ 年齢別 に 3年度平均で捉

えた年度 中総脱退者数 を年度 平均被 保険者数 で除

した もの を平滑化

前年 度末 の被保 険者数 か ら当年

度 中の総脱退者数 を推計

χ亡脱 退 力

ア 被保 険者 種別  性・午齢別 被保 険者数 (平 成 15～ 1

8年 度末 )

被保 険者 種別 性 ・年齢別 死亡脱退者数 (平 成 16～ 18
年度 )

ウ 被保「た者 種別・性  年齢別 に 3年度 平均で捉

えた年度 中死 亡脱退者数 を年度平均 被保 険者夕 で

除 した ものを平滑化

前年 度末 の被保 険者数か ら当年

度中の死 亡脱退者数 を推計

一般 Itt害 年金発 生力

ア 性  年齢別 被保 険者 放  (平成 15～ 18年 度末 )

性 ・年腋お別  新・
‐l裁 定一般 障害基鮮年金受給権者 放  (平成

16～ 18年 度 )

ウ 性 。年飾別 に 3年 度 平均で提 えた新規裁定一

喰 lll害 基確年 生受給権者波を年度 平均it保 険者数
で除 した もの を平滑化

前年 度末 の被保 険者 故か ら当年

度中の一般 障害基藤年金脱退者

数を推計

20歳 前 障害 年 金 発 生

力

ア 性  年齢別 新規 裁定 20歳 前障害基礎年 金受給権 者敏

(平 成 16～ 18年 度 )

イ 性 ・年 Ol‐ 別  10月 1日 現 在推計人 口 (平 成 16～ 18年 )

ウ 性  年齢別に 3年 度 平均で捉 えた新規裁定 2

0歳前障害基 礎年 ■受結 権者数 を 10月 1日 現在

推計人 口で除 した ものを11,I化

0人 口か ら当年度 中の 20歳 前
罐害 基健年金脱退者数 を推計

i螢 族 年 金 (妻 )発 生 害」
ア 年齢 IJ l 男子 1号死 亡11退 者故  (平 成 16～ 18年 度 )

夫死亡時年齢 別 新規 JKVtti彗 族基破年 金 (妻 )受 縮権者 故

(平 成 16～ 18年
'■

)

ウ 年齢 別 に 3年度 平均 で lPIえ た II規故 定道 族 基

礎 年 金 (妻 )受 綸 権 者数 を年 度 平均 男子 1号 死 亡

被保 Iた者 数 で f・ Fし た もの を平 滑 化

当年 度の 死亡脱うせ者数 か ら当年

度中の遺旋基礎 年金 (妻 )受給
lt者 数を推 計

道 族年金 (子 )JO生■1

ア 年肺 ツサ 男子1号 死 亡li退 者数  (平 成 16～ 18年 度 )

夫死 亡時年薔わ別  摯i ti敗 定遭旋■群年 金 (子 )受 給li者 数

(平成 16～ 18年 度 )

ウ 年齢り1に 3年度 平均で押 えた,7規 表セ定道旋基
礎年 金 (子 )受 給権者故 (要 な し、 第 1子 )を 年
It平 均 り;子 1号死 亡lt保

“

た

`故
で除 した ものを平

Ill化

当年 度の 死亡脱退者 教か ら当年

度中の遣族 lll饉 年金 (子 )受綸

権者 故を推計

算 ll l年 たら,生 |」 合

ア 年齢別  男子1号 |々 倶臓 F枚 (1サ l ltt lla‖ |と た除期‖lの

合言|が 25年 以、上の I)政  (平 成 15～ 18年 1■ 末 )

年齢11 男子 1号 待 llll者 数 (1り 納 付 lll‖ |と 免除 ltn‖ |の 合計が

25年 以 上 の ζ)教  (14成 15～ 18年 度末 )

夫 死亡 |キ 年歯おり1 争i規 及
'F写

婦年 令受給怖者 故  (平 成 16
～ 18年 ′t)

イ 生命 資 (201111)

ウ 年 歯わ別に 3年 lt平 均 で11え たツi`l lll定 寡
'1年令受給 lI I数 を男子 1号 ■1亡 被 IR11#・ Ir期 者故

で除 した もの を11滑化

",年

′【末のi12供 Ii杵 ″から当:F

[中 の事11年 61受綸籠F数をlll

lト

クE亡 一 |ケ 金
`1生

害1合

ア 1生  年静わ号1 1号 波供腋 F故 (1号 l111財 ‖}と 免除 期‖‖の

合,|が 3年以 上の 者) (11成 15～ 18年 度末 )

にL・ 年ルおり1 1り l lF llJl者 故 (1号 紬付 り|‖ lと

"lliり

|‖ |の 浄計 が

3年以上 の F)(平成 15～ 18年 ′111)
隆・年‖おり1 ■:亡 一 口1金■ 1311者 ″ (平 成16～ 18年

't)
イ  1,語】妻 (20回 )

ウ 1■・年冊トツ1に 3年 11平 均でliえ た死亡一時金
受4台 11=故 を 1り¬]亡 被fR瞳 I・

`■

り1者 数で降し
たもの,平滑化

11年 ′〔末の被保 険者 r7/か ら当年
′t中 の

'1亡
一時 ■受キ:ili r数 を

'i計

年 令失 1行 率

ア  1ヽ■ 和[別  1■  年薔わ別  年 ↑受締 :任 F教 (平 成 15～ 1

8i111■ ■)

年 金孤り1 性  年鮨問 1 '1 ll ltVウ ド年 行■イili r政 (平 成 16
～ 1811't)

ウ 渋供魔 F llf1 11・ 年 t lall別 ・ |■  年件卜別に 3年
度 14均 で llllえ た年′【中人 |■ イ数を 111で 11均 受キ含節
者教で除 した ものを平滑化

オ li来 lll l「 人 口にお ける将 来の死 亡 1:改 i子 と同

社tυ ,改 善を
`F曜

ごとに 1■  '11齢 別 に行 う

前年度末のせ綸 li r教 か |,当 1
1F2F中 のり((‖ 絆故を‖t計

″:供「tFで あつ た 汁と

償族年 1,(″ )受 (31れ

者′,年 齢 ‖:間

ア illt保 1資 ″でル)っ たrの う1亡 時年曲わり1・ ■給 Iイ11肺 別 遭
典年後 (力 )■111裁 定t綸 晰杵故  ( 「ヽ 成16～ 18年 度)

ウ 3'「:′t平 均の ンセIR隆 こであった Fの 死 亡口1年
は

'と

,賞 旗年 ■,7`Ittll riの ll‖れか ら設
'11し

た もあ

々平 tll fL

|:亡 した被倶敗 キの 11‖わか ら遺

族年 金 (′ )の 1け Jl裁 ,if音 の年

齢 を lllイ |

被保険 Fで あ つ た 者 と

墳族年 金 (■ )■ 締 li

F1/1年 齢 ‖間

ア llt倶「た作でル,っ たFの
'i亡

時
'11‖

わ別・1■ 結者年侑わ別 職
度F7金 (子 )力141般 ,[■ 給廉静放  (り i成 16～ 18{F′■)

ウ 3`Flt iF均 の性l・

“

た者て
`●

った者の■1亡 り十年
rliと 遭旗年金li`lル庁rの 年簡わから設1,し た1,の

を可4 fl化

■:亡 した Iな |^「 たFの il:鮨わか らせ

晨年 金 (子 )の
'7■

ltt庁 子の年

肺 オi lll計

狡保険 Iであつた者 と

写婦年 t受 給情 者の年

飾‖]問

ン・ 被(ス 晩 rであっ/1子 の 77■ 亡1+年 肺別  専缶i ll金 争『HI FK・・,F

受締 怖 Iυ )平 ″1年 ル0 (平 成 16～ 18年 度 )

ウ 311'■ 平均の I皮 供 lt Fで ル,っ た 杵の″し亡時 年

鮨「 と軍 lj 4年 金新
`l lllウ

rrの 14均 年‖おか ら設lJし た

もの 社 14■1化

'こ

亡 した 被 lRIt Fの 年 鮨卜か ら軍
11年 金 (■ 中,ll l17,lf Fの 年 Fi‐ ″ IIt

il

年曲わり1 年侮受給者 1

人当たり
"nオ

::イ l=金 額対

“

嗜 1与 J台 償旋年後
(班 )第 1 2子

ア 年鮨れ別  麟鷹年 金 (″ )受 キf〕 節 者漱  (「 成 16～ 1●

`F′
■ 1()

i貴 族年金 (″ )年 麟わり1 ■ 1子 、第 2■ 数  (平 成 16～ 1

8 `''1 1く )

ウ 1賞 族
'「

わ (■ )の 11師 り|に 3年 ■ 11均 の 11結

`l rll tl教

を受 綸怖 キ放で除 した もの を平 i■ 1`

i賞 族年,(力 )の 力n43年 わ額オ}

“

:″ 故を推計

年 鮨わり1 年 令受 綸 11
人 当た

''加
1七 年 全預 対

魚 Fill i・

11鷹 年 金 (班 )

第 3子
'1「

れ

ア 年‖れ別  i‖ 晨年 ,(″ )受 給 lF F教  (平 成 16～ 18

`111■
k)

遭族年 後 (■ )年 飾り1 ■ 3子 以降の 故  (平 成 16～ 18
年度 |()

ウ i資 旋
`F金

(■ )の 年‖出1に 3`1`1114均 の

'111対 g:F故 を ■橋li杵 数で除 した もの を 11‖ 化

1資 鷹 11● (■ )の ■,“i年 金額対
rs・ F数 を ll1 3ト

年 FJl]1 年 金受 41仔 1

人 当た り 1711給 年 金額 4j

“

:=割 合貰 旋 年 全

(子 )町 2子

ア 年竹トリl 織腹年 金 (子 )受 争「 1権 者教  (14"吃 16～ 18
1:il■ ■)

11鷹 1,金 (子 )第 1子年鮨わ別  第 2子 故  (平 l1416～ 18
l111■ ■)

ウ 漱族
`1:金

(■ )輌 1子 (力 な し)の 年 IIi別 に

3年度平均の ■11お 対

`ヽ

者数を受給怖 I教て除 した

もの を平滑化

まヽ旗 年 1,(子 )の 加 1含 年 ■額 対

争 作故を,齢「

年‖わ別  `:=金 `tキおFi l

人 当た り ]!i台 年 全細 ti

gt者■1台  iJ族 年 仁

(手 )第 3子
'■

離

ア 年鮨わりl 消鷹年 ■ (子 )受 結 |■ 者故  (11成 16～ 18
年質 1()

,ま lJ●・年 t(子 )第 1子年

"ト

リ1 第 3子 以「みの 教  (平 成 16
～ 18年 質 '|く )

ウ 麟族
'■

■ (子 )軍 1子 (要 な し)の 年 Fli・ 別 に

3年 1哩 平均の りl ifi対

“

1#数 を受4filr r教 で lrし た

ものを平・l化

itt l●・ 年 金 (子 )の 加 給年後額対

,者 数を rr]|

年 生 lll号 1・ |■  li師 〕l

年金受丼ι者 1人 当た り

加給年金額対象 者■1合

障害年金第 1 2子

ア 年 を機場り |■  年齢り1 受結姉
`放

 (lF成 16～ 18
年′■1:)

II‐ 金燎別・ 性・ 年ルおりl 綺 1子 、第 2子 敏  (平 成 16～ 1

8:`1■ 末 )

ウ 年 統 lll別  lt・ 年飾別に 3 it t平均の加 綸年

全対像 者数を受・
・li者 数で除 した ものを平‖化

障 害 年 後の I!給 年 わ額 対
rft i教

を推 計

年金 nJ岬 |・ 1■ ・ 年じ缶り1

1=た 受綸 者 1人 当た り
ll l績 年 金額 対象 者■l ri・

障害年 金第 3子 以降

ア 舞itu別  性 ・年府柳 1 受 111セ 者 教  (平 成 16～ 18
年 lr t)

年 金孤場1・ 性 ・年静

'別

 窮 3子 以降の教  (平 成 16～ 18
年 ■ 11)

ウ :'金 llllり 1・ 性  年齢11に 3年 度 11均 の加縮 年

絶対tt者 教を受給籠 者数で除 した ものを平滑化

:i吉 年 金 の り1綸 年金 額 キi tt首 /A・

を推 計

年 全敏 写イ・ 性 別  「市害

年 金 Fr■ 害 等級 薔1合

ア 年後 純別・性  等級別 受綸喘者教 (平 成16～ 18年 度

|く )

ウ 3年 rtF平 均′,等 11別 害り合か ら設 定 障 害 年 金の 障 害 等 級 別 所 Hi ll17,r

者 故 を推 計

ヒL 年 飾 別  老 肺 年 金

'こ

生■1台 (Itl上 請 求

率 )

ア  |■  年 肺 別  "i■ ル 定老 肺 基粥 年 後受 綸 lFt ri象  (平 成

18年 度 )

イ 性・ 年 齢 別  10月 1日 現 在 推 計人 口 (平 成 13～ 18年 )

ウ 新 ●[裁 定者 の 年 肺構 成 に よ り設 定

オ  平 成 元～ 18年 更 実 績 の 傾 向 を 下に 、 平 成 3

7年 ′tま で ttt上 :力 J〈 率 が 低 下 し、そ れ 以 降 は一
`=

と した。

老齢 基礎年 金受 綸待期者の うち

キ1上 げ請求す る者の 数をlE計

○前 回 との 変更点

推計人 口を用いて■
'11泣

定 吝数

を‖,正

年齢・免 昨区分 別  国

民年保険料の Ill付 輩

ア 年歯́別  1号 技侵瞼 者故 (平 成

年齢・免 除 区分引 免確 者故 (平 成

年傷卜 免 除 区分男l rllltt I放 (平 成

9年度 )

9年 ′ξ)

9年 IF)

ウ 平・・●19年 度 実績 を IICに 、年 lll‐ 計でみた場合

の納付率 が 80%と なる よ うに、年 ルわ別 に設常

国民年生 第 1号 複fR敗 者の保険
■)・lll付 者放 を推 計

年齢・免 除 rr分 宅1 回

民年全保 I允 チ|の 免 除率

ア 年齢 71 1号 複 (■「た者放

年齢・免 除 区分別  免除 者放

平 成

平成

9年度 )

9年度 )

ウ 平成 19年 度 実績を■に設 定 国 民 年 金 第 1号 被 保 1“ 者の保 li

料免 除 者 教 を推 計

生 年・liり 1 付 力o年 金

納付率

ア 性・ 年齢別 1=被 倶 I“ 者数 (平 成 1811度 末 )

性 ・年齢〕l 付加 年 後納 付者 教 (平 成18年 度 )

ウ 性  年腋わ別 に平成 18年 度 の付 力1年 企納付 益

故 を年度末 1号被供 I質 【故で除 した もの を平滑化

Ll民 年 金第 1号 破保 検 仔の付 加

年 仁納 付 者 数 を ,1計
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○ 国共済

基 礎 率 の種 類

ア 元 となる統計  及び

イ 基礎率設定の際に使用 した他のデー タ
ウ 設定方法  及び

オ 年度等によ り用い る率 を変えている
娼谷 孝のナ洋

工 推計における使用方法

総脱退力

ア 被保 険者種別  性・年齢別 被保 険者数  (平成 15～ 18

年度末 )

被保険者種別・性 年齢別 脱退者数  (平成 16～ 18年 度 )

ウ 被保険者種別・性  年齢別 に 3年度平均で捉

えた年度 中総脱退者数 を年度 平均被保険者数 で除

した ものを平滑化

前年度末の被保険者 政か ら当年

度中の総脱退者数 を推計

死 亡脱 退 力

ア 被保険者種別 ・性・年齢別 被保 険者数 (平 成 15～ 1

8年度 末 )

被保険者種別  性 年齢別  死亡脱退者数 (平 成 16～ 18
年度 )

ウ 被保険者 種別・性  年齢別 に 3年 度 平均 で捉

えた年度中死 亡脱退者 放を年度平均被保 険者数で

除 した ものを平滑化

,,年 度末の被保険者数か ら当年

度中の死亡脱退者数 を推 計

一般障害年 金発 生力

ア 性 。年齢別 |々 保険者数  (平成 15～ 18年 度末 )

|■  年浩ネ別  中7規 裁定一般障害基礎年金受給権者数  (平成
16～ 18年 度 )

ウ′性・年齢別に 3年 t平 均で IPLえ た新規裁 定一

般障害基瞭年金受給It者 数を年 ′t平 均被保険者 故

で除 した t、 のを平治化

前年 度 末 の技 保険者 教か ら当年

度 中の一 nt障 害 基礎 年 金 1兌 〕■者

景 を推 R十

20歳 前 障 害年 金 発 生

力

ア  性 ・年 は[別  新 魂 批定 20機 前 障 害基 〔1年 金 受 給 権者 数

(平 成 16～ 18年 質 )

イ 性  年齢 ツ1 10月 1日 現 lE推 計 人 口 (平 成 16～ 18年 )

ウ 性 ・年齢 別 に 3年 度 平均 で押 えた ツi規 裁 定 2

0歳 前 II害 基礎 年金 受 ネι権者 数 を 10月 1日 現 在

推計人 口で除 した もの を 平滑 化

総人 口か ら当年度 中の 20歳 前
l■ 害 基佛年金 脱退 者数 を推 計

ii鷹 年 金 (妻 )“0生 割
ア  年齢 別  男子 1号 ″L亡 脱 il者 故  (平 成 16～ 18年 度 )

夫 死亡 時年 齢 りl 新・「 去ヒ富 iま 皮基 研 年 金 (妻 )受 結 権者 数

(平 成 16～ 18年 度 )

ウ 年齢別に 3年 度平均て IPIえ た 71r tt Fll・ 定i富 旋基

磁年絶 (妻 )受 綸↑た者 trrを 年 ,111均 男子 1号 死亡

被保険 者故で除 した :,υ )を 11滑 イヒ

当年 度 の 死亡 lt i■ 者 教か ら当年

曖 中の道 慶 llt礎 年 生 (班 )受 綸
lt苦 故 を推 計

遺皮年 金 (子 )発生■1

ア 年飾別 男子1号 ラL亡 脱 ,1者故  (平成 16～ 18年 度 )

夫 死亡時年肺別  ";■ lまtti営 旗丞昨年 金 (子 )受 |「権 者教

(iF成 16～ 18年 度 )

ウ 午齢印1に 3年 ′て¬1均 で据 えたil■ 性定道族基

鮮年金 (子 )受綸権者敏 (″ な し、■ 1子 )を 年

度平均男子 1=死 亡
't供

1■ 考放で l・ rし た もの を平

滑化

当午′■●,死 亡11退 者 故か ら当年
lr中 の道族■礎年金 (子 )受 綸

1権 者数を推計

す●1年 金t411劇 :な

ア  年僣「,11 場子 1号 被保 Iた 者 教 (1号 納 付 lr l tqと 彙除 期‖lυ

台 :|が 25年 以 上 の イ)枚  (F5k15～ 18年 ′tl`)
ll‖おlj l り1■ 1サ待 llll F教 (1号 1,付

'Il問
とえ lpF l14‖ 1の 1,計 ,

25年 以 上 σり古)放  (11成 15～ 18`11度 |()

夫 4i亡 時 年 齢 別  ■′

`[■

,[専 姉 年 金受 結 li作 故  (11成 16
～ 18年 1■ )

イ  生 命 た (20[1)

ウ iF静トツ1に 3年 1〔 平均で 1■ えた

'i lI Aセ

定専 |“ 年

■■ 4お |ヤ 者故を男 子 1,I:亡 |な 俣臓
= 

侍llJI子 教
で■した 1,の を 1′ ll(ヒ

i lF′て■の被fR険 希放から:当 年
1中 ■,軍 Ll年 金受絶 |‖ 汁数を推
||

死亡一 時 ● 11生 割 合

ア 1生・ 年由

"り

1 1'}波 (■ 1l I教 (1号 ll l tt llA‖ 1と 免除 llll‖ lの

ぶ計力13`■ ,lLの F)  (平
"k15～

lH年 度 1:)

|■  年肺別  l号 待 lll F故 (lり rl l(寸

'明

‖lと 免除 1明 ‖Iの f卜 ′|が
3年 11■′)r)(平 成15～ 18年 度 |()

1■  年静トリl l:亡 -1寺 わ受結イヤF攻 (11成 16～ 1卜 年 it)

r 生命A(201ユ 1)

ウ rt・ 年肺賜1に 3年 It平 均で押えた死亡一時金
受結脩I故 を1サ 死1=被 IRIた

= (キ
1明 イ放で際し

たもt′ ,を 1:fl化

■年′1に のシti'「たI数か「,当 年
t中 の‖う亡一ll t受 4お trL者 故を
1[1「

年金失|■ 軍

ア 11,llll号 1 性・年衝1別  年を受iお 喘″教 (平 成 15～ 1

ド
`F′

tlく ,

年た01り1 性 年歯わlj l ,iイ I l17,F年 後受給li F故 (平 成16
～ 18年

'■

)

ウ '々 {果「

“

I ll:別 ・年■ hlり | "L・ 年飾り1に 311
tJな■,で lllえ た

'「

′■[|〕 りt怖
.I枚

を
'F■

平メ,t ittlf

F教 て除 し′ltυ )を 平記}化
1 11チ 来排 :ト フ、口にliけ るli'〔 υ,例●`=■ 改 善と同

|■

'■

υ,Fk苦 ■ 4,′■ビとに Pt・ lF鮨1別 liテ う

り∫年「【にυ
'■

オιl請 F枚から当年
【中υ)'そ |‖ F数 を‖[計

枝保 |■ 者てル,´ ,た 件 ヒ

造 肢年 ,(4)受 紬 lt

者″,(1:綺 311]は 1

ア 波はに 音でル,っ た この ■:亡 時年師りl・ 受給 ″年 Fl・ り1 讚

族 年後 (涯 )りi`l l17,F受 ifilt F教  (11らt16～ 18年 ,1)

ウ  31:「(14均 ″1性 IЧ Fた 者 〔ル,っ た Iの 初i亡 時 ll

曲れと遭 族 年 後

'i Hl去

t,1`#σ ,年 鮨れか ら設
'FLた

もの

を F`‖ 化

,う Itし た ,tttIた Fυ ,年 静「力ヽ ら績

族年 金 (■ )の Fi 41放 ,lf者 の年

肺を‖[RI

被 1臓 lた 者 て ,|,っ /i■ ケ

i‖ 族 年 11(千 )■ ff:柿

古υ,年 肺 ‖]|+|

ン・ 被 (′ :Fた Iで ル,つ た I171引うrf時 年 ,わ 別・ `士 祐 F年 肺 ll l i■

族 年 ■ (■ )'7パ l ll17,「 ■ 4お 喘 r故  (11成 16～ 181■1)

ウ お年′111均 の技倶「たIて ル,つ ′irの 死亡 0キ 年

飾 ■武鷹年 金争i ll llt,if杵 ′,年 鮨卜めヽ ら格もFし た もυ,

を 14語 化

,il[し た

'セ

1■ 臓 者の年齢力,ら i資

残年 わ (子 )σサやiイ|■ ,Fキ の年

晰卜をrt計

渋保I女 者〔ル,っ たIと
写婦年金i結 |お Fの 年
ll‐ lll l撃 l

ア 破 11:「iFで ル,,71Fの 死亡 |キ

'Fル
わり, 軍缶う年 後警71[ル ,ピ

77給 市 静′,11均 年肺  (14ルt16～ 18年 ′1)

ウ 3年
'111均

の 被供 陥 Fで ,し ,´ ,た 者の ai ri‖十年

肺 と算″‖年 金
"i“

I批 :i:こ の 11均 年晰わか「 ,設 定 し′i

l,υ )4平 ‖ 化

″ヒriし たンヶl■ 険

`υ

,年 肺か
',写

|“ 年 tの
'i1l IKl,「

者υ)年 肺 を11
11

年 lll・ りl `F全 受給 Fi
ノ、当/11,1140年 金tll対

“

ミ者■1台 遭農年 金
(妻 )第 1 2子

ア 年鮨トリl ‖旋年 /P(な )■ 給 lr F放  (平成 16～ 18

`i=′
t it)

1資 技自i俺 (")年 静「別  塙 lF、 ■ 2子 枚  (11成 16～ 1

8'I=′ 11()

ウ 遣旗年 金 (,)の l‐ 師別 に 3年 ′彗平均の り‖4お

キ111イ 放を性 絶怖 I枚 (除 した もの を平 ll化

漱鷹年後 (,)の l11:fi年 金額対

“

:者 数を推イ|

年肺別  `1=t受 結 ■ 1

人 当た りな,締 11● 額
=ナ

争者 iじり台

償族 年 ■ (″ )

驚 3■ ,11■

,・  11肺 別  i貴 鷹年■ (■ )受 ネfill r" (平 llk 1 6～ 18

`IJl・

・ Iて ,

貴 族年 俺
`″

)11的おリリ 第 3子以「

`″

,教  (「 成 16～ 18

'|■
tl`)

ウ 償族
`|'金

(′ )の 年師 ,■ に 3年 it littt′ ,lj11ネ i:

対3t r数 を ■綸柿

`数
で除 した もの 4141‖ ィL

償旋年金 (■ )の ■1綸 年金薇 対

3:=教 を推計

年齢別  年金 .■
1お Fl

人 当た 1)析,ifi lF金 額 rl

ll者 害1お 績旋 年後
(■ )節 2千

ア 'F飾 り1 償

"1年

t(■ )受 綸 1乖 キ故  (平 ll1 1 6～ 18
イ1=It l()

1資 lJ■ 年 金 (子 )薔 1千 年肺り| ■ 2子 故  (平 成 16～ 18

`l:′
t lt)

P′  iま 族 年 1金 (■ )第 1■ (要 な し)υ ,年 齢 lll l

3年
't ll均

の り,綸 キI“ :子 教 を |そ :∴ 噺

`数
で larし /

1,″ ,を 平計 化

遺共年■ (子 )σ l‖111年 ■額 ti

g:イ 政を推計

`●

0れ 号り 'F金 ′tオむ考 1

人当′■1'り,:f:年 金額 キ
|

,t者 11台  償鷹11た

(子

'第
8■

'ム

「i

ア |‐ ιわリリ 償旗年後 (子 )■ 4=II I故  (11成 16～ 18

`■

′〔 |()
消旋年色 (F)ヽ 1子 11侑おり1 篤31'以「

`″

,教  (平 成16
ヽ18`● 1セ |く )

ウ 消 旋 年 後 (■ )第 1千 (′ な し)′〉年借わ〕ll

3年 it平均 の ケ1給 キナ

“

:者 故 を受 結 権 者 故 〔lF L′

1,の を平 ‖ {ヒ

i書 族年金 (1■ )の 加11年 金額 ,|

ζ:者 数を推計

年 金祉31 性  年 鮨
`別年 企受 給 ″ 1人 当た り

I,キ1年 後額
`l“

1者 111年

陣 1∫ 年 生第 1・ 2千

ア 年 令 hiツ 1 性 。年齢別 受給 li F教  (平 l・116～ 18

`illt lく

)

年 金 hllり )″ L・ ll齢 号1 第 1子、■ 2子 教  (平成 16～ 1

8年度 it)

ウ 年■hI別 ・性 年齢111´ 3年
't平

均υ,加 4む 11

セ対tl者 数を受|お lT者 故で昨したものを平滑化
昧害年■のウ,11年 缶額 対

“

t者 教

を推計

年 tiilj1 1■ ・ 年修置 1

年生受 給 IIソ、当た 11

カ,給 年金額 力!奪 :`■ 1台

際害
`ll金

第 3子 以降

ア  年 色‖〔〕J・ I[・ 年 由h号1 ■ 131攪 r故  (平 成 16～ 18
:1=′11()

`,金
触別  |■ .年 由トリl 第 3子 以 itの 数  (14成 16～ 18

'11′

ti()

ウ 年た孤り1 性・年静わ別に3年 ′t平均′,力n綸 年
後対

“

:者 故を受結1セ 汗放で除した 1,t7Jを lil■ 化

rrr害 年 金υ,力 ,キお年生額 対 象 Fi枚

を lfi計

年金和1別・1■ 別 障害
年■障害等級11合

ア 年 仕 :■ 71 4:・ 寄れlりl 受 i″ 権 者 攻 (平 成 16～ 181:●[
|く )

ウ 3年 Fl平 均の等級別11合から設年 障害 年 企′
'障

害 等級 別
'i■

llt4宅

苦故 を推 計

1生  年 は,11 を師 年 絶

発生割 合 (1■ 上 llll lt・

率 )

ア 性・ :「 師別  'I■ 彙定 と齢基(1年 金受 給lf者 教  (平 成

1 8'F′t)

イ  ■ 年絆わ別  10月 1日 現在推計人 口 (平 成13～ 18年 )

募1軍議発生 I?筆 耀 堤諸 折歳 ‖警牢 |ム 平成 3

7年 度まで級上鯖 lN・ 車 が低下 し、それ以降は一 定

とした。

老静わ■確年金受43待 期者のうち
4tt上 げ請求する者の教を推計

年静わ・ 免眸 区分 別  □

民 年倶「資料 の 納 付 率

ア 年僣お別  1サ
'1保

険者故 (平 成

午齢・籠li区 分争J 亀除者故 (平 成

年 1わ  免除区 分別 ‐4付 者 放 (i子 成

9:千 ′■

9年 ′t
9年 ,1

ウ 平成 19年 度賞11を 基に、年 齢計でみた場 合

の llイ 'ナ 率が 80%と な るよ うに、 年齢別 に設 ,F

]民 年 t嬌 1号 被保臓者のlR陵
′l lll付 者数を推計

年静

"・

免 l・

r区 分 7J l 回

民年金保険チIの 免除率

ア 年 鮨れ別  1ケ it倶 臓 者 故 (平 成

年 齢  免 l・ F区分 別  免降 番教 (平 成

9`子 It

91,′t
ウ 平成 19年 度実績 をJ=に 設 7覚 国民年 生篤 1サ |セ 保li者 の保 |た

科免除者数を‖L書 |

生 年ti仰1 付力n年 金

融付率

ア  |■ ・ 年歯わり11号 波 イ■1た 者 故 (14成 1811度 末 )

l■  年 鮨わ別  付 力げF tt lli付 者 数 (iF成 18年 度 )

ウ 性  年飾別に平成 18年 ′■の付力D年 俺納付 者

放を年度末 1号 被保「た者故で除 した ものを平滑化

F■l民 年 生 第 1号 被保 険 者 の付加

年金 納 付者 放 を推 計
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○ 地共済

基礎 率 の種 類

ア 元となる統計  及び
イ 基礎率設定の際に使用 した他のデータ

ウ 設 定 方 法   及 び

オ 年度 等 に よ り用 い る率 を変 えて い る場合 、

そ の方 法

工 推計 にお け る使 用方法

ケロ入 年 齢分 布 率

ア 新規カロ入者 (内 容、抽出方法などは、 (2)① と同
じ)

ウ 男 女別 に新規力0入 者 の加入時年齢別の分布率 を求め、
それ を補整 した

各年度 の新規加入者数 に、 この率 を乗 じ

ることで、各年齢 の新規カロ入者数 を算出

す る .

唸脱 退 率

ア 現在者 (内 容、抽 出方法などは (2)① と同じ)

脱退者 (内 容、抽出方法などは、 (2)① と同じ)

男女別に年齢別の脱退率 (粗 率)を 求め、それを補整 した
(最 小二乗法、グレヴィル4次 5項 補整 )

各年度 の組合員数 に、 この率 を乗 じる事
で、各年度の各年齢 の脱退者数 を算 出す

る。

公務 等在破 死 力

ア 現 在者 (内 容 、抽 出方法な どは (2)① と同 じ)

公務等 遺族共済年金新 規発 生者数 (平 成 17.18,19年 度の

実績 )

ウ 平成 17年 度か ら19年 度 までの3年 間における地方公務

員共済組合の公 務等■旋共済年金 の新規発生者 の実績等 を

基礎 として求 めた (年齢 にかかわ らず一定率 )

各年度 の組合員 数に、 この率 を乗 じる事

で、公務等 に よる死亡者数 を算出す る。

公務 外 在職 死 カ

ア 現在者 (内 容、抽 出方法な どは (2)0と 同 じ)

(公 務 等 吉む)死亡脱退者数 (平 成 17,18,19年 度 の実

績 )

イ クヽ務 等在 職死力

ウ 死亡脱遺者 敏よ り、 り女別 に年齢男Jの 死亡率 (嶼 率 )

を求 め、それ を補整 した (最 小二乗法 )。 その後、公務等

在nt■ :力 を控除 して公 務外在職死力 を算出 した。

各年度 の組合員数 に、 この率 を乗 じる事

で、公務外に よる死亡者数 を算 出す る.

公予ぢ等障害発生力

ア 現在 71(r,容、抽出方法などは (2)① と同じ)

公務等筆害共済年金■1規 発生者攻 (平 ,た 17.18,19年 〔の
17績 )

イ が,饉1の公務彎瞭害発生力結 1:

ウ :“
"t17年

度から19年 度 ■での3年 間における地方公務
員共 ll■ IIl合 の公務等 1巌 害共済年金 の中|:Q発 生者の実績事を
基碍 として求めた (年 IPに かかわ らず一定率 )

各年度 の経合員数に、 この単 を乗 じる事
で(公 務等■害共済年金の

'F規
宅J:者 攻

を算出す る。

公務外障害発生力

ア  IFW在 子 (内 容、抽 出方法な どは (2)① とl●iじ )

(公 務等含む )'凛 1,1,退 #業 (平 成 17,18.19年 |〔 の t/

1費 )

イ をヽ′ぢ等■1暉 イF生 力

ゥ ■ lζ rtn退 者放より、 rlj女別に年齢別の 1薇 害発生 :● (祖

絆;)を ltめ 、それを‖i難 した (最 小二 tr・ 法)。 その 11、 公

商等■ 1好

`111カ
をlt除 して公 fな 外■1,41生力を常出 した。

各
`「

「tの ,[台 は数に、この:Iを 1:じ る
'「

で、公商外擦 1511,■ 年金の新
'1発

生
=贅を東出す る。

確合オ[1旨 放

ア ′り
`Fキ

(|ヽ ■、ll出 方法′rど は、 (2)① と同じ.1■

し1■ J‖ 年itは 平1'19年 度のみ )

ゥ l.77別 に、年 ll"1の :F■ ,話

'を
求 め、それ を‖1整 し、

指教化 (15議 の Iの i・ ● を 1)し た。 (最 小二 颯法 ) `年
't、

各年齢り|の 1■ 合 :ム の結ヤ:に 、こ
げ〕
=を `年

齢に 1た じる1'で、それぞれの
作お卜‐の額をtr計する.

期 1(手 当等の■1合

‖L万 公 務 tl llti川

`合

のFl合 員の 1切 1`手・ll等 の細お よび

の師 (|=成 li.,18.19年 度の ti費 )″|

ウ lJ女 珈に、1:齢 別 tり 11合 を求め、それを‖,整 した.

:ユ し、低年lll層 の下限については、
にol●(ボ ーナス支缶 月敏 15月 /12月 /125=030000

各年′1、 ■年鮨
`り

1の ■i■ tlの 始|ン ,1機 に
この1■ を4年‖うに■じ上記υ,1告 |=0と 台
筆する1'て XI IR溜 11面 をlll″十する。

〕l濡 年々tttlF=

ア 年 t受 結I(内 容、‖!IH方 法などは、 (2)① と同
じ)

ll nt年 後 (減 欄 i川 撫年 t'え び ;山 常1,l IIlil年 命を含む)失 備者

(平 iた 17.18.19年 ′〔の実績 )

イ ■10,l生 檜i rl

日本の 111:'111+人 口 (平 りヽ18年 12月 ‖III)

ウ llJ女 りに、年 Illl ll lの 失価●:(lll●1)を 求め、それ を‖i

雅 した。 (最 小 二・l・ 法).な お、デー タ々の少ない年ルト
'ばにっ いては、 驚301・・」生 命)i々 の死亡■ を ll砧 として‖‖雛を

行った。

オ 上

“

:卜1 lJに より作成 したり:輛 ■と、■20F]生 命■の死
亡|■ の比●1を 、り /A・ り,、 各年llご とに算出し、こy,lL F1 4f

011の 1子 業‖[1人 日の質:亡 ■のマ々

`に
「|い 、2015年

'11で

':硫
車の改善を行つた。 (2o3わ年「(以 降:'-14)

i'IIm年 金■ 13撤 とに、 この「

':を

嗅 じ、 1

来の失 情 イ放々算出す る。

罐害 年 後失 術 =

ア 年 ■■イお
`(r」

′ド、1山 出方法な どは、 (2)① とlJ

じ)

■71年 t実権 ″ (平 成 17,18,19年
'tの

:も 1)

イ 第10回 生命 共

ウ リ女別に、
`F FJlり

1の 矢 lII'(11')を ,ヽ め、それ 411i

lllし た。 (最 小二 ■″:)./1J:、 デー タ数の少 ない年 lli‖

につい ては、■2011生 命業の■1亡 ,1を ■iltと して‖i推 を

行った。

オ 上孟〕R IFに よりll成 した
':雌

●と、お20に11:許 ,■ の■1

亡 11の「L[■ を、 1り 女別、ふ年Iliご とに東出し この比||を

口■の 1キ 業11汁 人口の死亡 111の 改 lrに「|い 、20ち 5年 ■まで
実脩■のヨti“ をイ,っ た^(2055`fり t,た Fれ は一,F)

:策 占年 ,受 ″,籠 ″に、この
=を

ll・ し、「1

■の共撤 I故 を常出する。

をと子の年齢准

ア il,■ 結 イ (内 ∵F、 ‖,‖ :方 法なとは、 (2)① と11

じ)

繊鷹
't ll1 1:金

.Iキ

“

イ (平ルt17. 18, 19年 11ノ ,1`′宙)

ウ 年齢別 I「 ■ と子 の年麟 ■を,ltめ 、それ を,1籠 した (11

数 1に をlu静 五入 して椎 数値に 鵬ヽ 1)。

り1腋 Jt済
'F●

■の そ綸価 I鮮 ルヽ■亡し
て、■l13共 11年 t等 の ■希枯 イに転(絆 す
る際の当1夕 ■族の年脇々 ll算 する。

子 供 の 人 14fr

(遺 族 以クト)

ア 1■ i′tr(1ヽ TF、 ll出 方ツ:な どは (2)① といlし , ウ リ″別に年rlり Iの 子
`ル

の人数を求め、それを11雅 した
(11小 二■″:).

■旋 ■
`1年

上の豊指綸iイ にかかる■r lll

椰年 ■を計算する.

子 lllの 人 数

(1資 11)

ア 年 金受給 イ (内 イド、 1由 出方r,′ rど は、 (2)① と
"|し)

■臓
'1済

年●■イ
=者

(lι ht 17, 18. 19年 ′ltの 実指 )

ウ ■女り,に
'F併

,り Iの 子
"|の

人数を:た め、それを‖1性 した
(1を 小二

「
″:).

■ l■ 共′″年 金υ,■ tお 喩

`に
かか る |■

"嬌書年 tの うち、子 の加 :告 にかか る 0,を ,|

車す る.

lF得 1夕 止者の■1台

ア 年 セ受結 r(内 F`、 ‖1出 方 ″:イ 1ど は、 (2)① と
'1じ)  illiml ll済 年 金 ■補 イ iハ 職 年 わ■,F″  様i111済

年 わせ|″ ; 豫 tr年 ■ ■′[I(平 成 17. 18, 1 9iF′ 〔の 17

:費 )

ウ `|けれり1に ,,得 |=止 rの IJ畜 を求め、それ を‖l llし た

(燿 小 二 rt lメ:)^ "`“

lltへ
"口

入 した年セ受オ絆ll“ にかかる
年金い好 ‖:イ ↓1音 をlkめ る.

];得 停 J111後 の 17

勾年 後
yFlt割

合

ア lr tt″おF(rJィド、l山 出方法などは、 (2)0と
'11)  ザI nt,1済

":た

■1絆 rl・ ll肛 1年 を■1青 者 ■■111″

年,■ 始F・ 1■ 1好 年行,1缶

`(11成
17,18.19年 度の【

11)

ウ 年麟り1に 所
`11ル

■●1`,の lι ″,年 金績害り台を求め、■れ

を‖l正 し′1(最小二・rF法 )。

11 11itへ つ口入 した年 を受 :作 綺″にかかる
年金の (多 ■額を ,た め、文:F細 から11"iす

貴城年 全夫 睛率

ア 年 金受イII(内 容、 1由 はl17法 な どは、 (2)① と
「

l

じ)

■
"`●

セ共慌イ (平 成17,18,19年 :tの
'1〔

:資 )

イ ■20回 生命贅
日本 の 好 (ヽ1131人 口 (lι 成 11年 12月 雄 ::)

ウ 場 77サ |に 、年師 別の
'そ

怖 ● (ほ1■1)を 求め、それを 1ヽ

難 した。 (最 小二 lt法 )。 なお、デー タ数の少 ない年晰,懸

につ い ては、■201・ l生 命 Iの クF亡 :社 を llt椰 として‖1雅 を

行った。

オ 上記艘,Fに より作成した失ll軍 と、第
=0●

l生 命■の死
亡■1の 1し ■を、り女別、各年

“

;ご とに

'出
し、この比:=を

日本の |:1(lt■ 2「 人口の死亡■の改 llrに 1■ い、2055年 rlま で

失詭●1の lk普 を行つた。 (2('55年 ■以
'1は

-lF)
|,わ せて、■ 1を 職lo`Ll+に 30歳 lti出 である事11に かかる

`″付が 5年 ‖1の rr'明 となったこ とについて /.購 した。

曖鷹年 0■ 4お ll=に 、この 1ヽ を■じ、
まの共晰 ;数 を筆出する.

「
世族義

ア 年 証受始 計 (内 容 、 1曲 出方″:な どは、 (2)① とFl

じ)

,l ltl共 済年 金失 補者お よび 1にξ共 :■ 年金■億者 (111■ 17.

18.19年度の :t績
)

ウ リ女り1に 年 01ツ ′)1,墳 雛 :=を 求め、それ を‖i整 し′

(最 小二 II・ 法 )

lll職 ■済 年 t受 :む 者 kび 猿 1彗 年 全受結 者
の失橘者に、 この■ を II・ じ、 1■ 棲 ,1済 年

金への転結者数を算出す る .

有配 偶者 |■

ア 年■.■ 竹者 (内 容、抽出方法などは、 (2)① と1司

じ)

り:rrt共 市年■■皓青お よび検宙共済年全受 :́者 (平 成 17,

18 19年度の 1■ 績 )

ウ リ女り1に 年齢別の有配(lll者 ■を求め、それを
"‖

雅した
(☆そ小二彙法).

,ll nt■ ,■ 年 ,■ び■害共済年■にかかる
つo43年 金をlt車 す る。

子 有 りなの割 合

ア 年 金受始者 (内
=、

抽出方法な どは、 (2)① と同
じ)

遺族共済年■受 4″ 者 (平 l・t17,18,19年 ′tの 実績 )

ウ 年 rl,別 に子 あ り,の ■1合 を求 め、それを‖1整 した (晨

小二 jr・

i■ ).
中高齢寡婦均0■ 及び絡i6釣 中高齢 専婦つD
専がつ0算 され ない をの■1台 を求め、当1,

,D軍 の額を計算す る .

1己
7「l者 との 年 齢 差

ア 年 金受争8者 (内 容、 1由 出方法な どは、 (2)① と司

じ)

退職共 済年金失権 者お よび籠害共済年金失 晰者 (平 成 17,

18,19年 度の ■叔 )

ウ リ女,1に 年麟別の年Lll差を求め、それをり,整 した.

(櫨 数値を四を五入して整景値に補整)

i■ 猟
'1,■

年全 ■結 I及び 1燎 容年 壺受43者

が失腐 し、遺臓共 済年金 に転 :含 したI
に、失ta者 の年齢にこの年齢性を考慮す
る1`に より、11臓 共済年 命受

`=者
の年4r

を軍出する」
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○ 私学共済

基礎率の種類

ア 元となる統計  及び

イ 基礎率設定の際に使用 した他のデータ

ウ 設定方法  及び

オ 年度等により用いる率を変えている場合、
その方法

工 推計における使用方法

初 任 年 齢 分 布

ア 性別 、初任年齢 グループ別

平成 19年 度末 全数統計

新規 加 入 者 数 に分布 率 を乗 じるこ とに

よ り初 任 年齢 グル ープ別 に振 分 け

初 任 年 齢 に加 入 年数 を加 えた もの を年

出わと して い る .

有 3号 率
ア 性別 、 初任 年齢 グル ー プ別 、 加 入 年 数 別

平 成 19年 度 末   全数 統 計

力1入者数 に対 して有3号率 を乗 じて第

3号被保 険者数 を算出

総  脱  j匙 力

ア 性別、初任年齢 グル ープ別 、加入年数別

平成 17～ 19年 ′t 全数 it計

ウ 担整値 は力0入 当初 に顕著 な特徴 を もちその曲線 もス

ムーズであることか ら、原則的に lll整値 を使 用。 l■整 仙Iが
使用可能 な加入年数以Iiに ついては、二次関数に よ り1‖ 正
した ものを加。1:し て作成

初任年齢に幅があることか ら、各初任年齢 グループにおけ

る70歳 至lit年 故を考慮 してい る。

前年度lkの 加入者数か ら当年度の総脱

退者 教を算出

死  亡  力

ア 第 20回 生 命表 の死力 平成 16～ 19年 度末

加入者 故平成17～ 19年 度

死亡111=者 故

ウ 死亡脱退 者故について、年央の加入者 放に第 20回生 命

責の死力 を 嗜じた予定数 と実績値 とを年齢 トー タルで,J去

3年 躍}‖:崚 した結果、男 381お 、女 44'1,の i ll整 とした。

前年度末の力,入 者敷か ら当年度の死亡

1lill【 教を算 出

「章 ,手 共 済 年 企
イ1 生  力

ア 厚生年 セが 1■ 成 した共済計 rII害 共 |「 年 ●発生力

平
"t16～

19年度 1(加 入 者放

11成 17～ 19年 度
'I害

共 i″ 年 金発生 F教

ウ II害 共済年金発生者故について年央 の加 入者 171rに 厚 生

年 たが作成 した共ャF計 の障害共 1声 F金 発生力 を乗 じた予庁

攻 と実績 1ほ とを 1■ 去 3年 llllの 予定 と実紺 とを比咬 した結

果、 :ら 09g、  々248倍 にll墜

ハ1年 it十 の力n入 者放か らItt i「 共済年金
10生 静故 を算出

「申 tt,一 ‖1金
り1 生 カ

ウ 平成18～ 20年 ′1に 発生が1件 のなだったため0に it il 前年′■末のリロ入

`故
か ら障害一時 t ll

生 者放を算出→ 0

給 与 |" 攻

/ 性り1、 初(1年 ltiグ ル ープ
`]、

リロ入年 教別
iF llV 1 7～ 19年

'〔

末

全教綺 :|

ウ 年′■による一定の ltr向 が ′,ら れ ないので、直近 3年‖]

(平 成 17～ 19年 ′t)の 年度 |(実績ルヽ ら、 標 r世 給 与 月イ画の 平

均を‖1故 化 した ものによ|,Hl整 値を作成  ll 11と ′rろ |,任

年静わグル ープ 19歳 て ウo人 年歳0`1こ の 者υ,1学 11綸 与月瀬 ろf

lと して指故化、 粗注値を可‖:な lil囲 で 尊重す る ととも

に、 キ1放 間 放によ りれ,雅 した ものを力n'1:し てィ七成

前
'F'II末

の一 人 当た り11与 か ら ,ヽ 年 ′■

|(の 一 人 当た 1,給 与を

'1出

25イ Fみ な し

'■

)t'11

′ 初任年1‖わクルーフリ|、 11入 年 放りl

平成19年 lt lく

■″硫 :|

ウ  場FFと な る (讀 例 数が少 ない こ とか ら あな
'iinと

した if年 ′■′,死 亡脱 ,■ 者枚 |=lllじ ることに

よ り 麟族 共
`「

年 セ11生 Iの うち 25
年みた しυ,itt tt F故 を■ 111

i11  1又   `ノ ,

な1 月 1又 lヒ  :キ

ア 1'よ り1、 ↑″任年・lグル ープリ|、 り,八 年 教
'‖

14“ k201F!t lt

Jt故 1■ 11

綺i′ tl(の 結与に、 年 1マ υ,t川 収 lヒ 十:と

イの 1月 整率を 11じ 、(F■
1で の■:ヤ‖鳳14

東 ,1,

収

キ

村

洲

の

　

‐

▼
人

一
，

年

比

イ ■「市ギ It iFの 時 に
'1 llし

た11の デー タ

111マ の 対 |〕 1マ 比 'i:

イロtiく の結 与に、年11の キ1月 収 |し 率 と

モυ)」 lll性 11を 11じ 、イF IF itの 絆報|‖

``算‖|

1l lll tt lt`「 金r
ガ1 凍 ■:

ア  第 20回
`L命

共

11成 17～ 19年 Iで J:Tll共 lr年 金 lll成 杵放

14成 16～ 19年 度 ■ ■lll:'tl声 年 ,I

ウ iり 1'‖ t ll済 年金消滅者教について、年 央の年金者 数に■
2()|三 l′ Liわ たの■1亡 1ヽ を■ じた ■1'数 と

'11資

ttと をi6り13
年‖サ)L崚 したギi‖ι、年鮨:に 1■ して

'あ
60～ 1,0■ ,、 女 70

～ 85%に 設1,              
′

オ 年次別に k普 4`サ111ん でいイ). Iヨ ゲ的 に ||、  lillt 1 9年

嗜 it t 11で 作成 したrlFtllに 、「 成 19`11の li来 生 命共 tl j■ う

l=■:|‐け るli来 υり■年 1二 お ける

`L`,ノ

(″ リクし亡 1l υ)iVり 合を

11じ イに し1=よ り改 iFを
'と

込λ′でいるて (li業 生 命々は
「日なの 1:i業 I輛 十人 口 (■ ムt18年 1311‖〔:|)」 (11立 :L食

倶際  人 口 l・

}1り l‐
l'■

l・ ll の も″
'を

'た

11 )

ilril,11″ 年 114政、 待

"lF数
に 11じ 1肖

″代F tFK″ 筆 lll

「確1!「 りtl斉
`|=4=

おヽ  ル支  :事

一ノ

一
争

|ユ 1■ Fわ か 1■ 成 した ■(″ 計の籠宵 リセ:″ 年た
'肖

lll

ll成 17～ 19年 ,■ 障 害共rr年 令消成 静教

平成11～ 19年
'■

k lIIIド ルir年 セ 仔

F照 1,共 ″年を,門 ″成者故について年りヽの:F金 【放に暉11年 11

が14,"tし /■ ,li″ 計 /1障 害共′″
`「

金消滅ll々 Чtじ /1丁 ,[政
=:々 紺1に とを年僣卜l― クルで10去 3年 ‖|,L崚 し′1略 11、 ソj女

と{,そ の 1 lll ln

4 年:'(ツ|に 1セ iζ を
'11^む

. 11イ
`:的

方″:に ついては,1ヽ lll■

″(Fた 仔‖り,1'1:ヒ 同様

F彙 害り|`声 ll tt l ltrに 中 じ,門

"t者
政キ算

lll

itt lll:Jヽ 1青
`:二

4な

11  ,成   :キヽ

′′ 第 20'1`11(l,そ
14成 17～ 19年 1■ 償旋

'モ

i「 年 tl肖 減 イ波
:「

"セ

11～ 1り

`F′
〔 kl資 皮 りtl″ iF tt I

ウ 1貴 族 サヽir年 金ャ肖″t者 教につ い て 、 年 央 υ,年 後 仔教 lf嬌

20回 生 命 ノその 死亡 率 を flじ た l・ ウi=枚 と■ 績 11と を過 ノ:3
年‖llL崚 した砧ll lF静お|二 応 じてガ65～ 100'イ ,、 ■6

0～ 10()11に 12'F なお、子の性坤|は 考膚しておら 1'、

1肖 ″茂牟なり々共ll υ,牟 としている、

十 年十欠り111政 よを
'と

4ヽ1r, t17・・的方法1~つ いて11''よ 職 ll

17年 tFげ,成・,ヒ ll様

遭旋 Jセ II If tt F tk■ 彙じ,門 ルヽ 千数を■

lJ

rf i貴 族 '1

ア 1l lltト ヘ年 人口Fll‖ |(計

半fl1 19年 ′t遭 度攻、死亡檜教
ウ 有道 族 :■ につ い て は

'、

口ll11'■ :十 か
',求

y,た 0歳

'14の 有償 族 :■ を 抽 たして 年鮨神 1に 作成 、 力・7F i[の イr遺 旋 1ギ Iニ

,́い て 11き らに人 口動 11硫 計 上の イ「配 71L牟 ヒ実績 11お け る

年静れトー タルの有 遺 族 イ:を

'し

妓 し、 ■,整 して い る。

″E亡 した力0入 F、 年 金 itび 待 llll者 に

乗 じて ,資 族 共 ,"年 全イo生 Iを 算出 .

の
，，

給＝

‘

者

像
岬
対

ア  イ「消 度

“

ウ (配 lll r力 nlル を失1情 十イ)年性れた■)た ,`亡 の ri i貰 鷹率を
そのま たll・ 月

,1職 りt′″年 絶20年 以上 11対 して■ じる

こ ヒに にリキよ,I数 を■」|

寡 婦 加 算 の

対 3ミ 者 事

‐′  ィr,H旋 :■ ウ  た死 亡の 有 i費 旋 革 に千 な し

'υ

,い る■l i4‐ を考 慮 して 1年

成

女の 道 鷹 共 iF年 ■

"1l 
ζl[■ して 彙 し

る こ と ,こ l:り

'11:者
数 を算出

rl 子 キ
11別 、 年師 り1 平 lllK 1 9年 ′tk 全 故統 計 配 llrl者 が無 く、子を有す る加 入者を抽出 し性 別、年齢別に

作成 子の性 り|は 考購 していない。

り0人 I、 年 金 者 ■び |キ 11者 の ■4亡 r教
に 彙 じて 子 で あ る償族 ltir tt t lr生 者

故 を算 |」

夫 ム

``F歯
卜 差

ア  年1れ 弓崎 1■ 成17～ 19年 tlく

第 20回 生

`i表

の死力

ウn入 者 、 年 全者 ■U:待 ,嗜 者の 死亡時 年

鮨ちに加 減 (夫 0こ 亡の 場 合 は た1算 、 ″死

亡 の場 静 11ウ 1算 )し て遺

"共
済年金 宅

生 者の 年 齢 を■ 出

親 子 il"卜 差 ア 年麟わりl tt rlt 1 9年 II k 上 放統 計 ウ 年 til別 に 作成  子 の11別 ||=膚 してい な

済
者
合

製降割

障

径

成

級

Ｆ
構

ア  平 成 19'「 度 t t故 流 計 ウ  |■ lJ、  tl`齢 と無1円 イ系|こ
――Ftt, 障 害 共 |"年 金 :1生 者数 に ■ じて 、 1■

llF嘗 共 |″ 年 生 発生 者数 をヽ 出

○前回か r,の ■■点

今回か ら性男1に 1生 成

-193-



Ⅲ これまでの閣議決定

高齢化社会の到来等社会経済情勢の変化に対応 し、公的年金制度全体の長期的

安定 と整合性ある発展を図るため、公的年金制度の下元化を展望 しつつ、次のよ

うな改革を推進するものとする。

1.昭和 59年において、国民年金、厚生年金保険及び船員保険制度について、

次の措置を言‖ずる。

(1)国民年金の適用を厚生年金保険の被保険者及びその配伸1者に拡大 し、共通

の入礎年金を支給する制度 とするとともに、厚生年金保険は、基礎年金の上

乗せ として報llill比例の年金給付を行 う制度 とする。

なお、船員保険の職務外年金部門は厚生年金保険に統合する。

(2)こ れ らの年金制度における給付 と負担の長期的な均衡を確保するため、将

来の給付水準の適正化を図る等の措置を計画的に講ずるとともに、婦人の年

金権の確立及び障害年金の充実等の改革を進める。

2.昭和 60年においては、共済年金について、上記の基礎年金の導入を図る等

の改革の趣 旨に沿つた制度改革を行 う。

3。 上記 1及び 2の改革は、昭和 61年度から実施する。

4.昭和 61年度以降においては、以上の措置を踏まえ、給付 と負担の両面にお

いて制度間調整 を進める。これ らの進展に対応 して年金現業業務の一元化等の

整備 を推進するものとし、昭和 70年を目途に公的年金制度全体の一元化を完

了 させる。
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公的年金制度の再編成の推進について

〔番
成

R「

3f8[〕

公的年金制度の長期的安定と整合性ある発展を図るため、これまで逐次、全国民共通の

基礎年金制度の導入、被用者年金制度の給付の公平化等の改革を進めてきたところである

が、今後、更に就業構造の変化、制度の成熟化の進展等に対応し制度の安定化と公平化を

図るため、次のような再編成を推進するものとする。

1.被用者年金制度の再編成については、財政単位の拡大及び共通部分についての費用負

担の平準化を図ることを基本として、これを行うものとする。

2.被用者年金制度の再編成を進めるに当たっては、各制度の目的、機能、過去の運営努

力等についても配慮し、各制度が今後21世紀にかけて成熟化する段階において以下

のような漸進的な対応を進めつつ、その統一的な枠組みの形成を目指すものとする。

(1)再編成の第一段階として、既に民営化・株式会社化しており、かつ、成熟化が最

も進行している日本鉄道共済糸l合、日本たばこ産業共済組合及び日本電信電話共済

組合を、平成9年度に厚生年金保険に統合する。その際、統合前のり切間に係る給付

費については、費用集担の平準化を図りつつ、被用者年金 llill度全体で支え合う措

置:を言体ずる。

(2)国家公務員共済組合及び地方公務員共済組合にういては、それぞれの成熟化の状

況等に応じ、財政再計算時ごとに将来の只イ
・
政見通し等について分析を行い、公務

員制度としての在り方をも踏まえつつ、まず両制度において財政安定化のための措
「

l

を検討する。

(3)農林漁業団体職員共済組合については、構成団体の組織圏雨の進展が制度基盤に

与える影響を、また私立学校教職員共済組合については、その成熱化の進展等を略

まえつつ、財政再計算Π寺ごとに将来の財政見通し等について分析を行い、被用者年

金制度全体の中におけるそれぞれの制度の位置付けについて検討を行う。

3.被用者年金制度の再編成を進めるに当たつては、制度運営に関する適切な情報の公開

を行うとともに、社会保障制度審議会年金数理部会に要請し、制度の安定性、公平性

の確保に関し、財政再計算時ごとに検証を行うものとする。

4.年金現業業務については、制度運営の適正化・効率化及び加入者。受給者サービスの

向を図るため、基礎年金番号の導入等その統一的な処理を推進する。
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公的年金制度の一元化の推進について

〔番
成1曇

「
31116[〕

就業構造の変化、制度の成熟化の進展等に対応し公的年金制度の安定化と公平化を図る

ため、公的年金制度の一元化を推進してきたところであるが、今後、次に掲げるところによりそ

の更なる推進を図るものとする。

1公的年金制度の一元化については、財政単位の拡大及び共通部分についての費用負担

の平準化を図ることを基本として、統一的な枠組みの形成を推進することとし、当面、

以下のような対応を進める。

(1)農林漁業団体職員共済組合については、平成14年度に厚生年金保険に統合する。

(2)国家公務員共済組合及び地方公務員共済組合については、ともに公務員という職j或

に適用される年金制度であることから、両制度の財政単位の一元化を図る。このため、

速やかに具体的な枠組みについて検討を進め、次期財政再計算はこの只オ政単位の一元

化を前提として実施する。

(3)私立学校教戦員共済については、公的年金制度に係る共通部分についての費用負担

の平準化を図る見地から、次り馴財政Ff計

"il「

キからの保険料引上げの前任1しを行うべく

検討を行う、また、、彼用者年金制度における私立学校教職員共済の位置付けについて、

上記の国家公務員共済湘l合及び地方公務員共済組合における検ネlと Lヽ行して、次期只イ・

政再言卜算時までに具体的な検討を行い、その絆i果を路まえて必要な措置を講ずる。

2さらに、被用者年金制度の統一的な枠組みの形成を図るために、厚生年金保険等との

財政Hl位の一元化も含め、更なう材・政単位の拡大と費用負担の平準化を採|るための方策

について、被用者年金制度カウ戒熟化していく21世紀初頭のF‐1に結論が得らオ磁5よう検

討を急く
゛
。

3社会保1障審議会に年金数理に関する専門的な知識、経験を有りる者等から構成さM
部会を設け、当該部会において被用者年金制度の安定性、公平性の確保に関し、財政再

計算時における検証のほか、毎年度の報告を求めることを要請するものとする。

あわせて、同部会において、被用者年金制度の一元化の具体的な措置が講じらオ%際
の具体的な費用負担の在り方等について、年金数理的な観点からの所要の検討、検証が

なされるよう要請するものとする。
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用語解説

01階部分

公的年金の年金給付のうち基礎年金に相当する部分。年金額は、「加入期間×一定額」で算

定される。定額部分 ともいう。原則として、65歳以上の者に給付される。本報告書では、各制

度が毎年拠出する基礎年金拠出金を、各制度の 1階部分として、検証している。なお、被用者

年金では 65歳未満の者にも定額部分が支給されるが、ここでは 2階部分の一部として扱つて

いる。

○永久均衡方式

年金財政の将来見通し作成の基準として、将来にわたるすべての期間で収支の均衡が図られ

るように財政計画を作る方法。

○恩給制度等の制度主体

恩給等は、公務員が相当年限忠実に勤務して退職又は死亡した場合などに、生活の支えとな

るものとして、国等が使用者として給付するものである。その実施者と費用負担者はlf業主た

る国、地方公共団体等とされてきた。なお、恩給等が適用された公務11は体給の一枷;を 国力li等

に納付 していた。また、現在も恩給期間だけを有する者への給付は思給1調度から支出されてい

る。

○学種

学校の種別。私学共済では、大学、知1大、高専、高校、中学、小学、幼稚閑、盲・ろう。養

護、各種、専修に分けている。

〇確率的将来見通 し

将来推計に使用する前提が確率的に変動するものとして、シミュレーションを多数回行い、

将来推計の姿を一つのパターンではなく確率分4rの形で把握するもの。将来の姿の実現度合が

わかるため、1子来の対策の検討に活用できる。

〇学齢対象人口

各々の学校の種別の対象となる児童 。生徒の年齢の人口。

私学共済の平成 21年財政再計算において、将来の被保険者数を推計する際に使用された。

学校の種別により、就学する年齢が異なるため、雇用される教職員の数も変わってくる。

○過去期間分 口将来期間分別給付費

午金給付費を、その算定の基となる加入期間で分けたもの。過去期間分は、加入期間のうち

基準時点 (平成 21年度末)以前の期間に係る給付費であり、将来期間分は基準時点以降の期
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間に係 る給付費である。

○加入年齢分布率

財政再計算の将来推計の際、新規加入者を年齢別に振 り分けるために使用する率。

○感応度分析

財政再計算で使用 した前提の変動が、財政再計算結果にどのように影響を及ぼすかを分析す

る方法。動かした前提の計算結果に対する影響度合いが分かるため、その前提の変動による結

果の変動がある程度予測できる。

○基礎数

財政 lll計算で使用される初期データ。将来見通しのシミュレーションの最初 となる値。一般

には財政再計算時点で得られているJ渋新の被保険者、受給者の統計や決算結果等が使用される。

この最新のデータ年度と財政再計算の基準時点とが異なる場合には、財政再計算の基4た時点ま

で、別途計算 した結果が使用される6

0基礎年金拠出金

基礎年金給付費及び基礎年金相当給付費を公的年金各1制度で分担して負担する分として、国

民年企の基礎年企勘定に″1付又は繰 り入れる金額のこと。公的年金各制度は、基礎年金給付費

と基礎年企相当給付費の合計額から所定の特別国ナ11負 担の額を控除した額を、‖iJ度力日入者の規

模 (基礎年金拠出金算定対象者数)に応 じて分担 して拠出する。

○基礎年金拠出金算定対象者

国民年金にあつては保険料納付済期 ||り又は保険料免除期 1問 (全額免除を除く。)を有する第

1号被保険者 (任意加人も含む。)、 彼ナIJ者年企にあっては第 2号被保険者で 20歳以上 60歳未

満の者及び第 3号被保1食者

○基礎年金拠出金に相当する保険料率

各制度の毎年度の基礎年金拠出金 (国庫 。公経済負担分を除く。)の 当該年度の標準報lllll総

額に対する比率。保険料で負担している基礎年金拠出金の規模を保険料率ベースで比較できる

ようにしたもの。

○基礎年金交付金

昭和 60年改正前の国民午金及び被用者年金 (旧 法年金)の給付費のうち基礎年全に相当す

る給付の支給に要する費用 (基礎年金相当給付費)に充てる分として、国民年金の基礎年金勘

定か ら国民年金 (国民年金勘定)及び彼用者年金各制度に繰 り入れられる又は交付される金額。
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○基礎年金交付金を控除

厚生年金 と国民年金の将来見通しでは、収入、支出 (及び給付額)か ら基礎年金交付金を除

いて計算されていること。

○基礎率

財政再計算における将来推計のシミュレーションで、被保険者数や受給者数等が今後どのよ

うに変化 していくのかなどを推計するのに用いられるパラメータ。

○旧国民年金

昭和 61年の基礎年金導入前の国民年金法に基づき裁定された年金。新規裁定がほとんどな

いため、減少傾向にある。

○旧年金数理部会

平成 12年度まで旧総理府社会保障1刊度審議会に設置されていた年金数理部会。

○給付水準

午企給付の水準。現役世L代の手取 り賃金に対する年金の比率 (所得代林率)で測られる。平

成 16年改正で、厚生年金の給付水準は、年金受給開始時点での所得代林率が 50%を 上回るも

のとされた。ただし、単身者や標準報,V‖ が平均と共なる場合の所得代替率は異なってくる。ま

た、65歳以降は物価スライ ドとなるため、年齢とともにこの比率はおおむね低下する。

「標準的な年企」、「所得代替率」参照。

○給付水準の下限

老後生活の基本的部分を支えるという公的年金の機能を果たすために設けられた水4t。 厚生

年金では、標4t的な年金の受給開始時 (65歳 )における所得代替率でみて 50%が下限とされ、

これを1静:保するものとされている。

○旧法の共済年金

昭和161年の基礎年金導入前の制度で裁定された共済年金。算定方法が、最終の体給 (手当

を含 まないもの)若 しくは退職前の一定期間の平均の体給の一定割合とされており、馬1生年金

や現在の共済年金と異なっている。そのため、厚生午企 と直接比較することは困難であり、比

較する際には一定の前提を置いた推計が必要となる。

○経済前提、経済的要素

財政再計算で使用される基礎率の一種。物価上昇率、賃金上昇率及び運用利回 りが使用され

る。公的年金の財政では、それぞれの間の差が意味をもつため、これら三者の間の整合性を勘

案 して設定される。
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○現価

将来の価額をある時点 (基準時点)の価値に換算したもの、又はその累計。年金は長期間にわたる

ものであり、その間の運用などの経済活動により、時点が違うと保険料や年金額等の価値が違ってく

る。これら異なる時点における金額をそのまま同等に扱 うことは適切ではないため、ある時点の価値

に換算 したものを使用する。換算には、運用利回りや賃金上昇率が割引率として用いられる。また、

将来の各年度の推計値の現価のほか、これらを基準時′点まで積み上げた額も現価という。

○高在老方式

65歳以上の老齢・退職年金の在職支給停止の方式。老齢厚生年金、退職共済年金の年金額を

12で除 した額 (晃本月額)と 総報酬月額相当額に応 じて、次のようになっている。低在老を参

員R。

・基本月額+総報酬月額相当額 ≦ 48万円の場合 全額支給 (支給停止はなし)

・共本月額 +総報四‖月額相当額 > 48万 円の場合

支給停止額=(人本月符i十 総報1911月 額相当額-48万 円)■ 2× 12

0公的年金制度の一元化

就業構造の変化、年金1刊度の成熱化の進展等に対応し公的年金制度の安定化 と公平化を図る

ため推進 されてきている。これまで、八礎年金lJ度の倉1設、船夕t保険、旧三公 ILの年金制度、

農林年金が厚生年金と統合したことなどがある。また、この一元化への対応 として、平成 16

年川
・
政口「計算では、国共済と地共済では財政11位の一元化が、私学共済では保険料率引上げの

前倒 しが行われた。

○公的年金の被保険者

公的年金制度がi直用されている者。被用者年金の彼保険者 と国民年金の第 1号彼保険者と第

3サ被保険者に分かれる。国民年金の第 1号被保険者は原則 20～ 59歳 であるが受給資格川問

が足 りない場合は、その後 64歳まで国民年金に任意加入できる。第 3号彼保険者は、第 2号

被保険者の被扶養配偶者で 20～ 59歳の者である。

被用者年金の彼保険者のうち、65歳以上の老齢年金の受給権者を除く者が国民年金の第 2号

彼保険者であり、国民4F金の第 1号、第 2号及び第 3号被保険者数の和は、公的年金の被保険

者総数よりも少ない。

○公務上の給付

共済年金で、公務、職務若 しくは通勤による傷病が支給事由となる障害年金や造族年金の給

付。年金額は、職域部分について通常の算定式より高い乗率を用いて算定される。

○国共済+地共済

平成 16年の制度改正で国共済と地共済の財政単位の一元化が図られ、財政再計算では、両

制度合算した財政見通しが示されている。この合算した場合の表記として、「国共済十地共済」
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を用いた。

○国庫・公経済負担、国庫・公経済負担割合の引上げ

基礎年金拠出金に係る国庫 。公経済負担は、平成 16年改正で 3分の 1か ら2分の 1に引き

上げられた。ただし、平成 20年度までは経過措置がある。なお、国庫 。公経済負担とは、国

庫の他、地方公共団体、郵政公社や独立行政法人による負担である。

〇雇用保険による支給停止

60歳以上の年金受給権者で雇用保険を受給している者については、その間老齢年金が一部停

止 される。対象 となる失業給付は、求職者給付の基本部分及び、高齢者雇用継続給付である。

○再加入率

彼保険者数の見通しを作成する際、新たに加入者となる者の うち、過去に当該制度の被保険

者であった者の割合。厚生年金で使用。

○財源 と給付の内訳

年金制度の収入 と支出について、将来見通 しの期1用 の現価を対比させたもの。年金の財政見

通 しから、保険料、国力に。公経済負担及び給付費等を基準時点での額に運用利回りにより換算

して、表示することで、収支のバランスを集約 した形でみることができる。なお、過去期間と

将来期間に分制されているが、公的年金の只オ政方式はf黄立方式ではないことに用意する必要が

ある。

○最終保険料率

平成 21年の財政検証・財政再計算では段階的に保険料率を引き上げていくこととしている

が、その引上げが終わつた後の保険料率。引上げ終了後、収支見通しのi渋終年度 (2105年度)

までの期間が長いため、最終保険料率の水準が年金1又支や 2105年度の積立度合に大きな影響

を与える。

○財政均衡期間

財政計画を立てる際に、年金制度の財政の均衡が図られるようにする期間。以前は永久期日1

としていたが、平成 16年の財政再計算からは、有限均衡方式の導入に伴って、基準時点以降

おおむね 100年間 (平成 21年財政検証・財政再計算では 2010年～2105年 )と された。

○財政計画

財政再計算で、収支が均衡するように、保険料率の引上げ方や給付水準の調整の仕方を決め

ること。
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○財政検証

平成 13年 3月 16日 付けの閣議決定により、社会保障審議会年金数理部会で行 うことになっ

た、被用者年金制度の安定性、公平性の確保に関し、財政再計算時に行 う検証。

○財政再計算

年金財政 とその計算に使用する基礎数、基礎率を見直し、財政計画の見直しを行 うこと。ま

た、その結果 として、実際の保険料 (率)を改定すること。なお、平成 16年では全制度とも

財政再計算を行つたが、平成 16年の制度改正で保険料水準固定方式となつた厚生年金、国民

年金は、以後は財政再計算を行わず、財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間にお

ける見通 しを作成すること (財政検証)と なった。

O財政再計算の前提

財政再計算に,11い られる基礎率や将来の彼保険者数の見通し。前提は、財政再計算の対象期|

間について予測されて設定される。時間とともに変化するように設定されるものと固定値 とさ

れるものがある。前提によっては、財政再計算結果に大きく影響するものもあり、その設定に

は細心の注意を必要とする。

○財政指標

年金財政を1食証する際などに使用される指標。年企扶養比率、総合費用率、独自給付費用率、

収支比率、、保険料比率、積立比率がある。

○財政単位の一元化

保険料率の設定集団を一つとすること。使用する基礎率から合わせて財政ノj計算する場合か

ら、各々の費り月等の将来見通 しを計算してから合算して保険料率を設定する方法まで様々であ

る.口共済と地共済の財政ηt位の一元化は後者の方である。

0財政調整のルール

平成 16年の財政再計算で国共済と地共済の財政Цt位の一元化が図られたが、実際の財政運

営は別々に行われる。そのため、両1刊度間の財政に差が生じ、財政運営が困難になることを避

けるため、lllll制 度間で財政調整を行 うこととされている。 この財政調整のルールとしては、

費用負担の平準化のための財政調整 (財政調1盗A)と年金給付に支障を来さないための財政調

整 (則
・
政調整 B)が ある。

○財政的なリスク (規模が小さいことに起因する)

共済年金のように、年金制度の被保険者数が少ない場合、ある事業所や組織の統廃合、分離、

民営化等により、彼保険者数が大きく動く (減少する)場合がある。これは、財政再計算の見

通 しとお りに推移 しなくなるおそれがあることを意味している。この変動の可能性 (リ スク)

のことを、 (規模が小さいことに起因する)財政的なリスクという。
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○財政の現況及び見通 しの作成 (財政検証 )

平成 16年の制度改正で、厚生年金、国民年金については、今後は財政再計算は行わず(少
なくとも5年ごとに、「財政の現況及び財政均衡期間における見通しの作成」を行 うこととな

った。ここで、財政均衡期間とはおおむね 100年間とされ、また、この現況及び見通しが作成

された場合は、速やかに公表するものとされている。そして、この現況及び見通しの作成時の

次の作成時までの間に給付水準が 50%を 下回ることが見込まれる場合は、マクロ経済スライ ド

の調整の終了等の措置を講ずるとともに、給付及び負担の在 り方について検討することとされ

ている。

○再評価前・後

年金給付の額の算定では、過去の標4E報円1を再評価 したものを使用しているQその再評価を

行 う前の標準報111が再評価前、再評価 した後のものを1]手 評価後という。

OGDP比 (年金数理部会による)

厚生年金 。
「

1民年金の平成 21年財政検証では、コブダグラス型の生産関数を用いて 2039年

度までの GDP等 のマクロ経済をlイた計しているが、2040年度以降について、lt金上ツト」年が名目

2.5%と いう経済前提に性合的になるように年金数理部会で|(た 計を延長し、その CDPに対して

公的イ
1二金給付費等の比率を算|llし ている。

○支給開始年齢の引上げ

現在、彼りIJ者年金の老齢・退職年企では、本則上は 65歳 から年金が支給されることとなっ

ているが、経過措riと して、6o歳から特)夕l支給の年金が支給されることとなっている。この

60歳 という年齢は、順次引き上げられている。現在、特別支給の老齢・i量職イ|=金の定額部分で

支給開始年齢の引上げが行われている。厚生年金の女子については、2006年度からはじまる。

定額部分の引上げが終了した後、1暇 llJll比 例枷S分 も引き上げられることとなっている。

○失権率

年金の受給権がなくなることを失権といい、この人権の一年FI]の 発生率を失確率という。年齢別

に示すことが多い。老齢 。退職年企では、失権tl「 由は受給権者の死亡のみであり、死亡率と同じと

なる。その他の年金では、死亡以外に、障害年金では障害の程度の回復があり、遺族年金では再婚

や養子になったとき、さらに子、係では 18歳に,1達 したことなどがある。

○実質的な支出

年金制度が、その本来の姿で、すなわち保険料収入、運用収入及び国庫・公経済負担で賄 う

ことになる支出のこと。

実質的な支出=給付費十鬼礎年金拠出金十年金保険者拠出金十その他の拠出金

一基礎年全交付金一国共済組合連合会等拠出金収入一追加費用

一その他の拠出企収入
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